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意見・提案 

食薬区分の見直しを継続して頂いている事に敬意を表しますと共に、今後も 

一層の推進を期待しております。 

当協会では、平成 12 年 8 月 11 日付けの「食薬区分における成分本質（原材 

料）の取り扱いについて」の意見公募に対し、同年 9 月 11 日付けで「意見要望 

書」を提出致しましたが、必ずしも十分な措置を頂いているものではないと感じ 

ております。 

例えば、グルタチオン、タウリン、γ―オリザノール等は、安全性の高い食品 

由来の成分であり、当協会としても見直しを強く要望しているところです。これら 

の成分は、医薬品としての実績もかなり低下していると考えられますので、次回 

には是非「専ら医薬品」からの削除をお願い致します。 

又、ハーブについても国際的な視点に立った見直し検討をお願い致します。 

尚、食薬区分における『「専ら医薬品として使用される成分本質（原材料）リス 

ト」の考え方』に示されている「専ら医薬品としての使用実態のある物」との表現 

は、見直しの障壁になると考えられるため、削除をお願い致します。 

以上 
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